
株式会社JWAY ﾓﾊﾞｲﾙ通信ｻｰﾋﾞｽ「JWAYﾓﾊﾞｲﾙ｣契約約款 
 

株式会社JWAY(以下｢当社｣といいます｡)と当社が提供するﾓﾊﾞｲﾙ通信ｻｰﾋﾞｽを受けるもの(以下｢契約者｣といいます｡)との間に結ばれる契

約は次の条項によるものとします｡ 

第一章 総則 

(約款の適用)  

第1条 当社は､このﾓﾊﾞｲﾙ通信ｻｰﾋﾞｽ｢JWAYﾓﾊﾞｲﾙ｣契約約款(以下｢本約款｣という)に基づき､ﾓﾊﾞｲﾙ通信ｻｰﾋﾞｽ｢JWAYﾓﾊﾞｲﾙ｣(以下｢本ｻｰ

ﾋﾞｽ｣という)を提供します｡  

(約款の変更) 

第2条 当社は､契約者の承諾なく､この約款を変更することがあります｡この場合には､料金その他の提供条件は､変更後の約款によるもの

とし､変更後の約款は､ 当社ｳｪﾌﾞｻｲﾄにて掲載するものとします｡ 

(用語の定義)  

第3条 本約款においては､次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します｡ 

用語 用語の意味 

1  契約者 当社と加入契約を締結した者 

2  加入申込者 当社に加入契約の申込をした者 

3  SIMｶｰﾄﾞ 本ｻｰﾋﾞｽ契約に基づき貸与される､契約者識別番号その他の情報を記録することができるICｶｰﾄﾞ 

4  端末機器 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日総務省令第15号) 

第3条で定める種類の端末設備の機器 

5  携帯電話事業者 当社とﾜｲﾔﾚｽﾃﾞｰﾀ通信および回線交換ｻｰﾋﾞｽの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結してい

る事業者(株式会社NTTﾄﾞｺﾓ)をいいます 

6  携帯電話番号ﾎﾟｰﾀﾋﾞﾘﾃｨ 電話番号を変更することなく､音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいいます (以下

｢MNP｣という) 

7  電気通信設備 電気通信を行うための機械･器具･線路そのほかの電気的設備 

8  ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽ料 電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために､基礎手

電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則により算出された額に基づいて､当社が定

める料金をいいます 

9  ﾃﾞｰﾀ通信容量 高速通信時に必要なﾃﾞｰﾀ量をいいます 

10電話ﾘﾚｰｻｰﾋﾞｽ料  ｢聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律｣に定める電話ﾘﾚｰｻｰﾋﾞｽ提供のための負担金

に充てるために､電話ﾘﾚｰｻｰﾋﾞｽ支援機関により算出された額に基づいて､当社が定める料金をいいます 

(ｻｰﾋﾞｽの提供区域)  

第4条 本ｻｰﾋﾞｽの提供区域は､携帯電話事業者の通信区域とし､通信回線に接続されている端末機器が携帯電話事業者の通信区域内に

在圏する場合に限り､通信を行うことができるものとします｡ 

2 通信区域内であっても､電波の伝わりにくい場所では､通信を行うことができない場合があります｡ 

3 前項の場合､当社は契約者に対し､当社の故意または過失により生じた場合を除き､その損害を賠償しないものとします｡  

(権利の譲渡制限等)  

第5条 契約者が本ｻｰﾋﾞｽ契約に基づいてｻｰﾋﾞｽの提供を受ける権利は､譲渡することができません｡  

2 契約者は､本ｻｰﾋﾞｽを再販売する等の営利目的で第三者に本ｻｰﾋﾞｽを利用させることはできません｡  

(ID およびﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ)  

第6条 契約者は､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ並びに個別IDおよび個別ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ(以下｢ID等｣という)の管理責任を負うものとします｡  

2 当社は､契約者が本ｻｰﾋﾞｽ契約上の権利を行使するにあたり､契約者に対し､ID等の提示を求めることがあります｡  

3 契約者は､営利目的でID等を第三者に利用させないものとします｡ただし､この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではあ

りません｡  

4 契約者は､ID等が窃用されまたは窃用される可能性があることが判明した場合には､直ちにその旨を連絡するとともに､当社からの提示が

ある場合にはこれに従うものとします｡なお､当社は､ID等の窃用による契約者の損害または契約者が第三者に与えた損害について責任を

負わないものとします｡  

5 契約者は､個別IDを変更することはできないものとします｡ 

第二章 本ｻｰﾋﾞｽ契約 

(契約者) 

第7条 加入申込者が未成年の場合､本ｻｰﾋﾞｽは契約できないものとします｡  

(最低利用期間)  

第8条 本ｻｰﾋﾞｽは､別表に定める最低利用期間があります｡  

2 契約者は､別表に定める最低利用期間内に契約の解除があった場合は､料金表に定める契約解除料が生じます｡  

(申込)  

第9条 本ｻｰﾋﾞｽの契約申込(以下｢申込｣という)は､加入申込者が本約款に同意し､当社所定の契約申込書への記入の上､これを当社に提

出し当社が承認した際に成立するものとします｡ 

2 本ｻｰﾋﾞｽの申込をする者は､｢携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法

律(平成17年31号)第9条｣に基づき､氏名､住所､生年月日等の契約者を特定する情報の確認のために当社が別途定める書類(運転免許証､

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ等)を提示する必要があります｡ 

(申込の承諾等)  

第10条 当社は､申込があったときは､これを承諾するものとします｡ただし､以下に掲げる事由に該当する場合には､当該申込を承諾しない

ことがあります｡  

(1)加入申込者が本ｻｰﾋﾞｽ契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき  

(2)加入申込者が第21条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき  

(3)加入申込者が申込より以前に､当社が提供するｻｰﾋﾞｽにつき当社と契約を締結したことがあり､かつ､当社から当該契約を解除したことが

あるとき  

(4)申込時に申請した事項に虚偽､不備(名義､捺印､識別のための番号および符号情報等の記入漏れ等)があるとき  



(5)第9条(申込)第2項において､本人確認が出来ないとき 

2 前項の規定により申込を拒絶したときは､当社は､加入申込者に対しその旨を通知します｡  

3 当社は､第1項に掲げる事由の判断のため､加入申込者に対し､当該加入申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求

する場合当該加入申込者から当該書類の提出が行われない間、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保または拒絶するものとします｡  

4 当社は､同一の契約者が同時に利用することのできる本ｻｰﾋﾞｽの個数の上限を定めることができるものとし､当該個数の上限を超えて本ｻ

ｰﾋﾞｽの申込があった場合､当社は､当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします｡ 

(初期契約解除) 

第11条 本ｻｰﾋﾞｽの音声通話機能付SIM加入申込は､初期契約解除制度の対象です｡加入申込者は､当社が交付する契約内容の確認書面

を受領した日､または当社がｻｰﾋﾞｽの提供を開始した日の遅い方から起算し8日を経過するまでの間､書面により契約の解除を行うことがで

きます｡この効力は､契約解除書面を発したときに生じます｡  

2 初期契約解除を行った場合､加入申込者は､損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません｡ただし､契約解除ま

での期間(MNP転出にかかる期間を含む)において提供を受けたｻｰﾋﾞｽの料金および手数料は支払うものとします｡  

3 契約に関連して当社が金銭等を受領している場合は､当該金銭等(前項で示した料金等を除く)を加入申込者に返還するものとします｡  

4 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げた､あるいは交付された契約内容の確認書面に初期契約解除制度の記載がなかっ

たことにより､加入申込者が8日間を経過するまでに契約を解除できなかった場合､当社が新たに発行する正しい契約内容の確認書面を受

領した日から8日を経過するまでの間､書面により契約の解除を行うことができます｡  

5 本件についてのお問い合わせ先･契約解除書面送付先 

 〒317-0073 茨城県日立市幸町1丁目19番1号  

株式会社JWAY  

(ｻｰﾋﾞｽ利用の要件等) 

第12条 契約者が本ｻｰﾋﾞｽにおいて使用するIPｱﾄﾞﾚｽは､当社が指定するものとし､契約者は､当該IP ｱﾄﾞﾚｽ以外のIPｱﾄﾞﾚｽを使用して本ｻｰ

ﾋﾞｽを利用することはできないものとします｡  

2 未成年(18歳未満)の方が本ｻｰﾋﾞｽを利用する場合は､ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽを利用することとします｡ 

ただし､当該利用者の保護者がﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽを利用しない旨を当社に申し出､当社にて確認した場合にはこの限りではありません｡  

(MNP) 

第13条 契約者は､音声通話機能付SIMｶｰﾄﾞを利用するにあたり､当社の定める条件のもとに､MNPによる転入または転出を行うことができ

るものとします｡ 

2 MNP転入には､以下の条件が適用されます｡  

(1)転入元事業者の契約者と､本ｻｰﾋﾞｽ契約の契約者が同一である必要があります｡  

(2)転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限が発行から15日間となり､期限切れの場合は転入元の携帯電話会社に再度請求

するものとします｡なお､ 申込手続きには､8日数以上の残日数が必要となります｡  

3 初期契約解除制度による解約の場合､当社で新規に発行した電話番号については､ MNP転出することができないものとします｡  

第三章 端末機器および SIM ｶｰﾄﾞ 

(端末機器の管理) 

第14条 契約者は､本ｻｰﾋﾞｽを利用するために必要となる端末機器等(当社が販売する端末機器は除く)を自己の責任と費用において準備

するものとします｡  

2 契約者は､端末機器等を電気通信事業法および電波法その他関係法令が定める技術仕様に適用するように維持するものとします｡  

3 契約者は､当社の承諾がある場合を除き､端末機器の分解､損壊､ｿﾌﾄｳｪｱのﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ等を行わないものとします｡  

4 端末機器によっては､機能制限がある場合があります｡  

(SIMｶｰﾄﾞの貸与･管理) 

第15条 当社は､本ｻｰﾋﾞｽの契約者に対し､SIM ｶｰﾄﾞを貸与するものとし､善良な管理者の注意をもって管理するものとします｡ 

2 契約者は､SIM ｶｰﾄﾞの貸与にあたって次の行為を行わないものとします｡ 

(1)当社が認める場合を除き､SIMｶｰﾄﾞを譲渡または担保に供すること  

(2)SIMｶｰﾄﾞを転貸または売却等して第三者に利用させること  

(3)SIMｶｰﾄﾞを分解､解析､改造､改変等して､引渡時の原状を変更すること  

3 契約者は､SIM ｶｰﾄﾞを紛失(盗難による紛失を含む)､故障または破損した場合､ 当社の責めに帰すべき事由を除き､当社が定める方法に

より再発行を受けるとともに､料金表に定める再発行手数料を支払うものとします｡  

4 契約者は､本ｻｰﾋﾞｽの契約が終了した場合､速やかに当社が貸与したSIMｶｰﾄﾞを当社へ返却するものとします｡ 

第四章 契約事項の変更等 

(ｻｰﾋﾞｽ内容の変更) 

第16条 契約者は､本ｻｰﾋﾞｽにおいて､異なる形状区分の SIMｶｰﾄﾞへの変更を請求することができます｡ 

2 変更の申込は月単位とし､月に1度変更ができるものとします｡また､変更するｻｰﾋﾞｽにより料金表に定める手数料､または解除料をお支払

いいただく場合があります｡  

(契約者の氏名等の変更)  

第17条 契約者は､申込時に申請した事項について変更がある場合には､文書によって当社に速やかに届け出ていただきます｡  

2 契約者は､その氏名､または住所もしくは居住に変更があった場合には､これを証明する書類を添えて､当社に速やかに届け出ていただき

ます｡  

3 契約者は､前項の通知を怠ったことにより､当社からの通知または書類等が延着または不到達となった場合には､通常到着すべき時に到

着したものとみなすことに同意いただくものとします｡  

 

(契約者の地位の継承) 

第18条 相続により契約者の地位の承継があったときは､相続人は､これを証明する書類を添えて､速やかに届出ていただきます｡なお､承継

を証明する書類の提示を求める場合があります｡  

 

第五章 利用の制限､中止および停止並びにｻｰﾋﾞｽの廃止 

(利用の制限)  

第19条 当社は､電気通信事業法8条の規定に基づき､天変地異その他非常事態が発生し､もしくは発生するおそれがあるときは､災害の予



防もしくは救援､交通もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的

に取り扱うため､本ｻｰﾋﾞｽの利用を制限する措置を採ることがあります｡  

2 当社は､児童買春､児童ﾎﾟﾙﾉに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律(平成11年法律第 52 号)において定める児童ﾎﾟﾙﾉ

を閲覧または取得するための通信を制限する場合があります｡  

(利用の中止) 

第20条 当社は､以下に掲げる事由があるときは､本ｻｰﾋﾞｽの提供を中止することがあります｡  

(1)当社または携帯電話事業者の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき 

(2)当社または携帯電話事業者が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき  

(3)第19条(利用の制限)の規定により､通信利用を制限するとき  

(4)当社の業務上やむを得ない事由が発生したとき  

(5)その他当社が必要と判断したとき  

2 当社は､本条に基づく利用の中止について､損害賠償または本ｻｰﾋﾞｽの料金の全部または一部の返金を行いません｡  

(契約者からの請求による利用の一時中断)  

第21条 当社は､契約者から当社指定の方法により利用の一時中断の請求があった場合､本ｻｰﾋﾞｽの利用の一時中断(その契約者識別番

号を他に転用することなく 一時的に利用できないようにすることをいいます｡以下同じとする)を行います｡  

2 前項に基づき､本ｻｰﾋﾞｽの利用の一時中断を受けた契約者が､当該利用の一時中断の解約を請求する場合は､当社の定める方法により

行うものとします｡ 

3 本ｻｰﾋﾞｽの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解約の手続きは､請求を受けてから一定時間経過後に完了するものとし､当該

利用の一時中断の請求後､ 手続き完了までに生じた利用料金(基本料金､通信料および通話料等)は､契約者による利用であるか否かにか

かわらず､契約者の負担とします｡  

4 本ｻｰﾋﾞｽの利用の一時中断があっても､本ｻｰﾋﾞｽの利用料金は発生します｡  

(利用の停止)  

第22条 当社は､契約者が以下に掲げる事由に該当するときは､本ｻｰﾋﾞｽについてその全部または一部の提供を停止することがあります｡  

(1)本約款に定める契約者の義務に違反したときまたは本約款の定めに違反する行為が行われたとき  

(2)本ｻｰﾋﾞｽの料金その他債務の支払いを2ヶ月以上怠り､または怠る恐れがあることが明らかであるとき 

(3ヶ月以上の場合､ 第六章 契約の解除を参照) 

なお､本ｻｰﾋﾞｽの未払い費用を完全に清算することで､ｻｰﾋﾞｽを再開することができます｡ 

(3)当社に登録しているお客様情報その他登録情報に変更があったにもかかわらず､当該変更について変更手続きを怠ったとき  

(4)当社に登録しているお客様情報その他登録情報について事実に反することが判明したとき  

(5)本ｻｰﾋﾞｽを違法な態様または公序良俗に反する態様で利用したとき  

(6)当社の業務または本ｻｰﾋﾞｽにかかる電気通信設備に支障を及ぼし､または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき  

(7)当社が提供するｻｰﾋﾞｽの信用を毀損するおそれがある行為が行われたとき  

(8)前各号に掲げる他､当社が不適切と判断する態様において本ｻｰﾋﾞｽを利用したとき  

2 当社は､前項の規定による利用の停止または制限の措置を講じるときは契約者に対し､あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる

事由)を通知します｡  

3 当社は､第1項の規定にかかわらず､当該契約者に対し､同項の措置に替えて､期限を定めて事由を解消すべき旨を求めることができるも

のとします｡ただし､この措置は､当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないとします｡  

(ｻｰﾋﾞｽの廃止)  

第23条 当社は､都合により本ｻｰﾋﾞｽの全部または一部を廃止することがあります｡  

2 当社は､前項の規定により本ｻｰﾋﾞｽの全部または一部を廃止する場合､契約者に対し､あらかじめその旨を通知します｡  

第六章 契約の解除 

(当社が行う契約の解除)  

第24条 当社は､第22条(利用の停止)の規定による停止を行った契約者､本ｻｰﾋﾞｽの料金その他債務の支払いを 3ヶ月以上怠った契約者､

またはこの約款に違反する行為があったと認められる場合､およびその恐れがある場合は､ 契約の解除をすることができるものとし､その際

に契約者の電話番号は喪失するものとします｡  

2 前項の場合において､当社の業務の遂行上､著しい支障がある場合には､催告しないで､ｻｰﾋﾞｽの提供を停止すること､また､催告しないで

直ちに停止し､その加入契約を解除することがあります｡  

3 当社は､当社または契約者の責めに帰すべかざる事由により､ｻｰﾋﾞｽ提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ､かつ代替構築が困難で

ｻｰﾋﾞｽを提供できなくなる場合､加入契約を解除することがあります｡この場合には､当社はそのことを事前に契約者に通知するものとします｡  

4 当社は､第1項の規定により､その契約を解除しようとするときは､第25条(契約者が行う契約の解除) 

の規定に準じて取り扱います｡ 

(契約者が行う契約の解除)  

第25条 契約者は､当社が定める方法により､本ｻｰﾋﾞｽを解除することができるものとします｡  

2 契約者が､当社に対しMNPによる転出を通知し､転出先事業者に移転が完了した時点をもって本ｻｰﾋﾞｽの解約となります｡  

3 契約者が当社に対し解約を申し出て､当社が手続を完了した時点をもって､本ｻｰﾋﾞｽの解約となります｡  

4 契約者は､本条に定める解除および前条に定める解除の場合､直ちにSIM ｶｰﾄﾞを当社へ返却するものとします｡なお､当社に返却がない

場合は､損害金を請求させていただく場合があります。  

5 既に支払われた初期費用および基本料金の払い戻しはいたしません｡ 

第七章 通信 

(通信速度)  

第26条 当社の表示する通信速度は理論上の最高値であり､実際の通信速度は､接続状況または､契約者が使用する端末機器もしくはﾈｯﾄ

ﾜｰｸ環境､その他事由により変化することをあらかじめ承諾するものとします｡  

(通信の制限)  

第27条 契約者は､1ヶ月の利用可能なﾃﾞｰﾀ通信容量(ﾃﾞｰﾀ通信容量を追加した場合も含む)を超過した場合､自動的に低速通信時の速度と

なります｡  

2 契約者は､当日を含む3日間の利用合計ﾃﾞｰﾀ通信容量が一定量を超過した場合､ 通信速度を制限する場合があります｡ 

 



第八章 料金等 

(料金の適用)  

第28条 当社が提供する本ｻｰﾋﾞｽの初期費用､基本料金等は､料金表に定めるものとします｡  

2 当社は､原則として契約者に対して､請求書および領収書の発行は行わないものとします｡  

3 当社は､社会経済情勢等の変化に伴い､基本料金等の料金を改定することができるものとします｡  

(手数料･契約解除料の支払義務)  

第29条 契約者は､本約款に規定する手続きの請求を行い、当社がこれを承諾したときは､契約解除料の支払いを要します｡ 

(MNP転出の場合も含む)  

(料金等の請求方法)  

第30条 当社は､契約者に対し､毎月基本料金を請求します。 

(料金等の支払方法)  

第31条 契約者は､本ｻｰﾋﾞｽの料金を､当社が指定する日までに､当社が指定する方法により支払うものとします｡ 

第九章 個人情報 

(個人情報の取扱い) 

第32条 当社は､契約者の個人情報について､当社が定める｢個人情報保護方針｣に基づいて適正に取り扱うものとします｡ 

2 契約者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は､当社が定める｢個人情報に関する公表事項｣において公表するものとします｡ 

第十章 雑則 

(反社会的勢力の排除) 

第33条 契約者は､契約者が､現在次のいずれにも該当しないこと､かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします｡ 

(1)暴力団 

(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 

(3)暴力団準構成員 

(4)暴力団関係企業 

(5)総会屋等 

(6)社会運動等標ぼうｺﾞﾛ 

(7)特殊知能暴力集団等 

(8)前各号の共生者 

(9)その他前各号に準ずる者 

(禁止事項)  

第34条 契約者は､本ｻｰﾋﾞｽの利用にあたって次の行為を行わないものとします｡ 

(1)当社または第三者の著作権､商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為､または侵害するおそれのある行為  

(2)法令もしくは公序良俗に違反し､または当社もしくは第三者に不利益を与える行為  

(3)他者を差別もしくは誹謗中傷し､またはその名誉もしくは信用を毀損する行為  

(4)詐欺等の犯罪に結びつくおそれがある行為  

(5)わいせつ､児童ﾎﾟﾙﾉまたは児童虐待にあたる画像､文書等を送信または掲載する行為  

(6)無限連鎖講を開設し､またはこれを勧誘する行為  

(7)ｳｨﾙｽ等の有害なｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等を送信または掲載する行為  

(8)無断で第三者に広告､宣伝もしくは勧誘のﾒｰﾙを送信する行為､または第三者が嫌悪感を抱く､もしくはそのおそれのある嫌がらせﾒｰﾙを

送信する行為  

(9)特定商取引法または特定電子ﾒｰﾙの送信の適正化等に関する法律に違反する電子ﾒｰﾙを送信する行為  

(10)当社もしくは第三者の設備等に用いる設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為､または与えるおそれのある行為  

(11)その他､当社が不適切と判断する行為 

(免責事項) 

第35条 本ｻｰﾋﾞｽで提供する情報の内容および品質に関連して発生した契約者または第三者のいかなる損害についても当社は一切の責

任を負わないものとします｡ 

2 本ｻｰﾋﾞｽの提供､変更､中止､若しくは廃止に関連して発生した契約者または第三者のいかなる損害についても当社は一切の責任を負わ

ないものとします｡ 

3 当社は､契約者に対して､当社の故意または重要な過失がある場合を除き､一切の損害賠償責任および基本料金等の返還義務を負わな

いものとします｡  

(ｻｲﾊﾞｰ攻撃への対処) 

第36条 当社は､当社又は契約者の電気通信設備に対するｻｲﾊﾞｰ攻撃への対処を行うため､次に掲げる事項の全部又は一部を実施するこ

とができるものとします｡ただし､かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります｡  

(1)国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定ｱｸｾｽ行為に

係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して､同機構が行う､送信型対電気通信設備ｻｲﾊﾞｰ攻撃(情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ又は電磁的方式で

作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機 に対する攻撃のうち､送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信に

より行われるｻｲﾊﾞｰ攻撃をいいます｡以下本条において同じとします｡)のおそれへの対処を求める通知に基づき､当該送信型対電気通信設

備ｻｲﾊﾞｰ攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に､必要な限度で､当該特定ｱｸｾｽ行為に係る電気通信

の送信先の電気通信設備のIPｱﾄﾞﾚｽ及びﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟから､当該電気通信設備を接続する契約者を確認し､注意喚起を行うこと｡  

(2)契約者が､C&Cｻｰﾊﾞ等のｻｲﾊﾞｰ攻撃に用いられるｻｰﾊﾞと通信することを遮断するために､DNSｻｰﾊﾞへの名前解決要求の際のｸｴﾘﾛｸﾞそ

の他関連する通信記録を自動的に検知すること｡なお､契約者は､本ｻｰﾋﾞｽを利用している間いつでも､契約者の選択により､かかる検知及び

遮断が行われない設定に変更できる ものとします｡  

(定めなき事項) 

第37条 本約款に定めなき事項､あるいは疑義が生じた場合は､当社および契約者は契約約款の趣旨に従い､誠意をもって協議の上解決に

あたるものとします｡  

附則 

(1)当社は特に必要があるときには､この約款に特約を付することができるものとします｡  

(2)この約款は､2023年11月1日より実施します｡ 



  

【料金表】 

通則 

(料金表の適用) 

1 本ｻｰﾋﾞｽに関する料金は､この料金表の規定によります｡  

2 ｽﾏﾎｾｯﾄ割は、当社の定める条件の基で適用されます。 

(料金の変更)  

3 当社は本ｻｰﾋﾞｽに関する料金を変更することがあります｡この場合には変更後の料金になります｡ 

(料金表)  

1 初期費用 ※1         (消費税込)                      

商品名称 料金/枚 

新規申込手数料 3,300円 

※1 SIM形状区分を変更する場合､SIMｶｰﾄﾞごとに一度解約､新規登録のお手続きとなり､再度初期費用をいただきます｡SIMｶｰﾄﾞごとに変更

のお手続きが可能です｡その場合､別途変更手数料が必要となります｡ 

 

 

2 基本料金 ※1                                 (消費税込) 

商品名称 

ﾃﾞｰﾀ通信容量※2 

音声通話機能付き 

月額料金/枚 ※3 

1GBﾌﾟﾗﾝ 1,540円 

3GBﾌﾟﾗﾝ 1,980円 

10GBﾌﾟﾗﾝ 2,750円 

20GBﾌﾟﾗﾝ 3,410円 

 オプション ※4                                  (消費税込)          

商品名称 月額料金/枚 

5分かけ放題 ※5 ※6 550円 

かけ放題ﾌﾙ  ※6 ※7 1,650円 

ﾃﾞｰﾀ通信量追加(100MB) ※8 220円 

ﾃﾞｰﾀ通信量追加(1GB) ※9 550円 

端末無期限保証 ※10 330円 

i-ﾌｨﾙﾀｰ for ﾏﾙﾁﾃﾞﾊﾞｲｽ ※11 220円 

子供/青少年安心ﾊﾟｯｸ ※12 220円 

留守番電話 330円 

割り込み電話着信 220円 

危険SMS拒否設定機能 ※13 0円 

※1 月額基本料金はご利用開始月無料、ご解約月は月途中でも１ヶ月分が発生します。当社の指定するｻｰﾋﾞｽを契約している場合､上記

金額から550円(税込)の割引を実施いたします｡ただし､支払い方法は同一であるものとします｡ 

※2 ﾃﾞｰﾀ通信容量は､翌月への繰越が可能です｡ 

※3 音声通話機能付 SIM ｶｰﾄﾞについて､以下の機能制限がございます｡  

(1)他の携帯電話会社が提供している割引ﾌﾟﾗﾝは継続利用できません｡  

(2)通話料は毎月2ヶ月遅れて請求されます｡ 

(3)ご契約はお一人様5回線までとします。 

※4 ｵﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽの月額基本料金は、ご利用開始月から１ヶ月分が発生します。 

※5 1音声通話あたり5分以内の通話料金が無料となるｵﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽです｡ 5分を超過すると11円/30秒の通話料金が発生します｡ 

※6 5分かけ放題、かけ放題フルは法人名義ではご利用いただけません 

※7 通常の通話ｱﾌﾟﾘでご利用できます｡次の通話先に適用されます｡移動電話(先頭数ｹﾀが070/080/090 から始まる番号)､IP 電話(先頭

数ｹﾀが050)､固定電話(先頭数ｹﾀが0ABJ/一部0AB0)｡また､次の通話先には適用されません｡ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ(0120)､ﾌﾘｰｺｰﾙ(0800)､ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ

(0570)､ﾃﾚﾄﾞｰﾑ(0180)､3桁特番(104/115/117/171/188 等)､ｸｲｯｸﾅﾝﾊﾞｰ(#4 ｹﾀ番号)､留守番電話､転送電話､他社ﾌﾟﾚﾌｨｯｸｽ番号を付与した

通話｡ 

※8 100MBごとに追加したﾃﾞｰﾀ通信容量の有効期限は､購入月を含む4ヶ月間となります｡ 

※9 1GB ごとに追加したﾃﾞｰﾀ通信容量の有効期限は､購入月内となります｡  

※10 当社が販売した端末の購入時に限り､延長保証の申込みができるものとします｡(延長保証の対象外機種については別途定めるものと

します)保証期間の上限はありません｡年間2回まで交換または修理対応ができるものとします｡ﾒｰｶｰの責めに帰すべき場合を除き､別途免

責金が必要となります｡免責金額1回目:3,300円(税込)､2回目:5,500円(税込) 

※11 対象OSはAndroid､IOSです｡有害ｻｲﾄの利用制限､ｱﾌﾟﾘ利用制限､使用時間制限､ﾚﾎﾟｰﾄ機能､現在位置情報がご利用できます｡(ｻｰﾋﾞ

ｽ内容に変更がある場合がございます｡) 

※12 対象OSはAndroidです｡有害ｻｲﾄの利用制限､ｱﾌﾟﾘ利用制限､使用時間制限､ﾚﾎﾟｰﾄ機能､現在位置情報の他以下のｱﾌﾟﾘがご利用でき

ます｡･ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｾｷｭﾘﾃｨ･超ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄ削減･頭良くなる★ｲﾝﾄﾞ式魔法の暗算術･ｼﾞｰﾆｱｽ英和辞典MX 第2版(大修館書店)･ｼﾞｰﾆｱｽ和英辞典

MX 第2版(大修館書店)･名鏡国語辞典MX第2版(大修館書店)･ｽﾏｰﾄｽﾃﾗ･えいご上手･TAP10･英単完全攻略8000語 (ｻｰﾋﾞｽ内容に変更が

ある場合がございます) 

※13 音声通話機能付SIMをご利用の場合自動適用される機能で､ﾌｨｯｼﾝｸﾞ SMSであると特定携帯電話事業者によって判定されたSMSの

受信を拒否するものです｡契約者は当社が別途定める方法により設定を変更することができます｡  

 

 

 

 



3 通信料および通話料                         (消費税込)         

区分 月額料金/枚 

SMS送信料金 

国内への送信 ※1 3.3円~33.0円/1通  

国外への送信 ※1 50~500円/1通(非課税) 

SMS受信料金 0円  

通話料金(国内) 

通話料金 ※2 11円/30秒  

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ通信料金 39円/30秒  

通話料金(国際)※3 携帯電話事業者が定める国際

電話ｻｰﾋﾞｽ契約約款において国

際通話料として定められた額と

同額(非課税) 

国際ﾛｰﾐﾝｸﾞ料金 ※3､※4 携帯電話事業者が定める契約

約款において国際ｱｳﾄﾛｰﾐﾝｸﾞ利

用料として定められた額と同額

(非課税) 

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽ料 ※5 3.3円/1電話番号 

電話ﾘﾚｰｻｰﾋﾞｽ料 ※5 1.1円/1電話番号 

※1 SMS送信料金は､従量課金となります｡ SMS送信数は1日あたり200通までに制限されています｡ 

※2 次の通話先には適用されません｡特番通話には､22 円/30 秒がかかる場合があります｡ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ(0120)､ﾌﾘｰｺｰﾙ(0800)､ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ

(0570)､ﾃﾚﾄﾞｰﾑ(0180)､3桁特番(104/115/117/171/188 等)､ｸｲｯｸﾅﾝﾊﾞｰ(#4 ｹﾀ番号)､留守番電話､転送電話､他社ﾌﾟﾚﾌｨｯｸｽ番号を付与した

通話 

※3 音声通話について､国際電話は最大利用額が2万円､国際ﾛｰﾐﾝｸﾞは最大利用額が5万円での提供とし､最大利用額の変更はできないも

のとします｡ 

※4 海外で着信した場合､着信料が発生します｡  

※5 SIM ｶｰﾄﾞ1枚ごとに発生します｡なお､金額は変更される場合があります｡ 

 

4 手数料                                        (消費税込) 

区分 単位 料金/枚 

ﾃﾞｰﾀ通信容量変更手数料 1 枚 0 円 

SIM ｶｰﾄﾞ再発行手数料 3,300円 

SIM ｶｰﾄﾞｻｲｽﾞ変更･交換 3,300円 

MNP 転出手数料 1転出 1,100円 

 

5 解約清算金および解除料                                                 (消費税込) 

区分 期間 料金/契約 

端末機器 ※1 ※3 24ヶ月 月額割賦支払金×残余期間 

SIMｶｰﾄﾞ ※2 ※3 12ヶ月 1,100円 

※1 端末機器を一括購入した場合は対象外とします｡転出または番号解約時、割賦支払を継続するか一括清算かを選択いただきます。 

※2 最低利用期間内に転出・番号解約または形状区分や機能区分を変更する場合は､解除料が発生します。 

※3 ﾓﾊﾞｲﾙｻｰﾋﾞｽを解約時に適用とします｡ 

 

6 その他  

区分 単位 料金/契約 

端末機器修理金 1 台 実費 

 

個人情報の取り扱いについて 

  

当社は､契約者の個人情報について､当社が定める｢個人情報保護方針｣に基づいて適正に取り扱うものとします｡  

2 契約者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は､当社が定める｢個人情報に関する公表事項｣において公表するものとします｡  

3 個人情報の取り扱いに関して､本規約の内容と｢個人情報保護方針｣の内容に矛盾が生じる場合は､本規約の規定が優先して適用される

ものとします｡ 

 


